
告

示

規

則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日

を
定
め
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第

五
十
五
号)

第
二
条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日
と
す
る
。(

人

事

課)

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

計
量
法(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

伊
達
市

非
自
動
は
か
り(

計
量
法

六
月
一
四
日

ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ

施
行
令(

平
成
五
年
政
令

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

い
ホ
ー
ル

第
三
二
九
号)

第
五
条
第

午
前
一
一
時
三
○
分
ま

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

で

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。)

、
分
銅
及
び
お
も

六
月
一
五
日

伊
達
市
霊
山
総
合

り

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

支
所

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

六
月
一
七
日

梁
川
農
村
環
境
改

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

善
セ
ン
タ
ー

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

六
月
二
一
日

伊
達
ふ
れ
あ
い
セ

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

ン
タ
ー

午
前
一
一
時
三
○
分
ま

で
六
月
二
二
日

保
原
体
育
館

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

伊
達
郡
桑
折
町

六
月
二
七
日

桑
折
町
役
場

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
○
分
ま

で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

六
月
二
八
日
か
ら
七
月
二

福
島
県
計
量
検
定

町

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

七
日
ま
で(

土
曜
日
、
日

所

も
の

曜
日
及
び
七
月
一
八
日
を
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
規
則

一
六
九

告

示

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

一
六
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件
二
件

一
七
〇

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
七
〇

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
七
〇

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
七
〇

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
二

○
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
二



県
道
浪
江
国
見
線

路

線

名

県
道
浪
江

国
見
線

路
線
名

公

告
伊
達
市
梁
川
町
大
関
字
石

丸
三
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
梁
川
町
大
関
字
愛

宕
前
一
一
番
四
地
先
ま
で

区

間

伊
達
市
梁
川
町
大
関
字
石
丸
三
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
梁
川
町
大
関
字
愛
宕
前
一
一
番
四
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
六
・
○
〜

三
六
・
五

一
六
・
○
〜

五
三
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
三
年
五
月

一
三
日

供
用
開
始
の
期
日

一
一
六
・
○

一
一
六
・
○

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

除
く
。)

午
前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則(

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

伊
達
市
及
び
伊
達
郡
桑

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
○
月
三
日
か
ら
一
二
月
二

折
町

二
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜

日
、
一
○
月
一
○
日
、
一
一

月
三
日
及
び
同
月
二
三
日
を

除
く
。)

(

計
量
検
定
所)

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
戸
ノ
口

堰
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

同
年
五
月
二
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
袋
原
土

地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年

五
月
二
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
８
３
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
事
業
執
行
管
理
シ
ス
テ
ム
機

器
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は

特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
６
条
及
び
福
島
県
財

務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡)
第
274条

の
３
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
23年
５
月
13日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
入
札
に
付
す
る
事
項
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福
島
県
人
事
委
員
会

�
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
福
島
県
事
業
執
行
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
一
式
(据
付
け
､
調

整
､
機
器
保
守
､
運
用
管
理
等
を
含
む
｡
)

�
借
入
物
品
の
仕
様
等
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
借
入
期
間
平
成
23年
８
月
１
日
か
ら
平
成
28年
７
月
31日
ま
で

�
納
入
場
所
福
島
県
内
の
別
に
指
示
す
る
場
所

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
､
か
つ
､
当
該
入
札
に
参
加
を
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
単
独
の
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
入
札
参
加
資
格
制
限
措
置
又
は
指
名

停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
の
規
定
に
よ
る
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て

い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者

に
あ
っ
て
は
､
当
該
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
後
に
､
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
に
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
機
能
及
び
規
模
を
有
す
る
物
品
を
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に

納
入
し
た
実
績
が
あ
り
､
か
つ
､
確
実
に
納
入
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
に
係
る
保
守
､
修
理
､
部
品
供
給
等
を
借
入
期
間
中
円
滑
に
行
い
得
る
者
で
あ
る
こ

と
｡

�
当
該
物
品
の
運
用
管
理
に
あ
た
り
､
当
該
物
品
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
機
能
及
び
規
模
を
有
す

る
物
品
の
運
用
管
理
に
関
す
る
業
務
の
経
験
を
３
年
以
上
有
す
る
者
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
｡

３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
､
２
の
�
か

ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
､
平
成
23年
６
月
３
日
(金
)

午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

を
受
け
る
こ
と
｡

郵
便
番
号
960-8670

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課

電
話
024-521-7454

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
､
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先
３
に
掲
げ
る
場
所
に

同
じ
｡

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
平
成
23年
６
月
23日

(木
)
午
前
10時

福
島
県
庁
本
庁

舎
１
階
土
木
総
務
課
分
室
(福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号
)
(郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合

は
､
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
､
同
月
22日

(水
)
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
｡
)

５
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
､
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

６
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
提
出
し
た
書
類
に

関
し
､
福
島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
､
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

７
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

８
そ
の
他

�
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

９
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

of
the
products

to
be
leased

:
Server

com
puter

for
the

Fukushim
a
Prefectural

accounting
system

of
Public

W
orks

O
ffice

(
including

installation,
adjustm

ent,
m
aintenance

and
system

m
anagem

ent)
1set

�
Tim
e
-lim
itoftender

(in
person)

：
10：
00a.

m
.,
23
June

2011
�
Tim
e
-lim
itoftender

(by
m
ail)
：
5：
00p.

m
.,
22
June

2011
�
C
ontractpointfor

the
notice：

G
eneralAffair

D
ivision,

Public
W
orks

O
ffice,Public

W
orks

D
epartm

ent,
Fukushim

a
Prefectural

G
overm

ent,
2-16

Sugitsum
a-cho

Fukushim
a-shiFukushim

a-ken
960-8670

Japan
TEL

024-521-7454
(土
木
総
務
課
)

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
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福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
地
域
部
地
域
安
全
課
の
項
中｢

地
域
部
地
域
安
全
課｣

を｢

地
域
部
総
合
運
用
指
令
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
中｢

地
域
部
地
域
安
全
課｣

を｢

地
域
部
総
合
運
用
指

令
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
採
用
給
与
課)
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